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      感 発 0 1 2 4 第 2 8 号 

令 和 ７ 年 １ 月 2 4 日 

 

  都 道 府 県 知 事 

各 保 健 所 設 置 市 長  殿  

    特 別 区 長 

 

                    厚生労働省健康・ 生活衛生局 

感 染 症 対 策 部 長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の 

一部を改正する政令の施行について（ 施行通知）  

 

 

 本日、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正す

る政令（ 令和７ 年政令第 16 号） が別添のと おり 公布さ れたと ころ、 改正の概要等は下記の

と おり ですので、 御了知の上、 関係者へ周知いただく と と もに、 その適切な運用にご配慮

願います。  

 

記 

 

１  改正の趣旨 

 「 高度安全実験施設（ BSL4 施設） を中核と し た感染症研究拠点の形成について」（ 平成

29 年２ 月 17 日感染症研究拠点の形成に関する検討委員会決定） において「 現行の感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令（ 平成 10 年政令第 420 号） の

規定では、 長崎大学が特定一種病原体等所持者の指定を受けること ができないこと から、

厚生労働省は、法人要件以外の基準を満たし ていると 認められた時点で、政令改正を行う 」

と さ れていると ころ、 今般、 長崎大学については、 特定一種病原体等所持者と し て指定を

受けるために必要な、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（ 平成 10

年法律第 114 号。 以下「 感染症法」 と いう 。） 及び感染症の予防及び感染症の患者に対す
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る医療に関する法律施行規則（ 平成 10 年厚生省令第 99 号） に定める基準を満たすこと が

確認さ れたため、 所要の改正を行う 。  

 

２  改正の概要 

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令（ 平成10 年政令第420

号） 第 15 条を改正し 、感染症法第 56 条の３ 第２ 項の政令で定める法人と し て、 国立大学

法人長崎大学を規定する。  

○ その他所要の改正を行う 。  

 

３  施行期日 

令和７ 年１ 月 24 日 

 

 



令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第   号)官 報

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公
布する。

御

名

御

璽

令和七年一月二十四日

内閣総理大臣

石破

茂

政令第十六号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令

内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第
五十六条の三第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令（平成十年政令第四百二十号）の
一部を次のように改正する。

第十五条の見出しを

「
（特定一種病原体等及び特定一種病原体等の所持に係る法人）

」
に改め、同条に

次の一項を加える。２

法第五十六条の三第二項の政令で定める法人は、国立大学法人長崎大学とする。
附

則

この政令は、公布の日から施行する。

厚生労働大臣

福岡

資麿

内閣総理大臣

石破

茂

 


